
68

３．２３．２ ICICカード登録カード登録

第３章 電子申請システムの
特徴と操作手順
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3.2(1)3.2(1) ICICカード利用までの流れ（購入からカード利用までの流れ（購入からICICカードが利用できるまで）カードが利用できるまで）

①①ＩＣＩＣカードのカードの購入購入
→各企業・会社において、認証局に申請して購入します。

②ＩＣカードをパソコンで使えるよう設定パソコンで使えるよう設定
→ＩＣカードに同梱されているＩＣカードリーダーをパソ
コンで利用するために必要なソフトウェア（ドライバ）
をインストールします。

③大阪府のＪａｖａポリシー設定
→大阪府電子調達システムでＩＣカードを使用できるよう、
パソコンに発注機関のＵＲＬを登録します。

④Ｊａｖａポリシーの設定確認
→Ｊａｖａポリシーが正しく設定できたか、電子入札シス
テムのトップページにアクセスして確認します。

作業内容 問合せ先

認
証
局

大
阪
府

時計の確認

⑤ＩＣカードの登録申請ＩＣカードの登録申請
→電子申請システムにより、大阪府で登録（または登録申請
中）の業者情報とＩＣカード情報の結び付けを行います。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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①①ICICカードの購入についてカードの購入について
電子入札コアシステムに対応した民間認証局から提供されているＩＣ
カードを購入して下さい。＜大阪府電子調達（電子入札）システム→
ＩＣカード→ＩＣカード会社（民間認証局）の連絡先＞に、認証局の連
絡先が記載されています。

＜大阪府電子調達（電子入札）システム＞

3.2(2)3.2(2) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((１１))

ＩＣカード会社
（民間認証局）の連絡先

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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②②ＩＣカードをパソコンで使えるよう設定ＩＣカードをパソコンで使えるよう設定
認証局から送付されたICカード、ICカード
リーダに添付されている取扱説明書に従って
パソコンにＩＣカードを接続し、必要なソフ
トウェアをインストールしてください。

3.2(3)3.2(3) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((２２))

ICICカードリーダーカードリーダー

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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③③大阪府のＪａｖａポリシー設定大阪府のＪａｖａポリシー設定
認証局から送付されたICカード、ICカードリーダに添付されている取扱
説明書に従ってＪａｖａポリシーの設定を行ってください。

3.2(4)3.2(4) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((３３))

＜Javaポリシー設定ツール例＞
注意事項

Javaポリシーの設定ツールには、
・発注機関の一覧から選択する
・発注機関をすべて登録する
・発注機関名とURLを直接入力する
などの種類があります。認証局によっ
て異なりますので、取扱説明書または
HPの案内に従って設定を行ってくだ
さい。

発注機関のURLを直接入力する場合は、
https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/CALS/Accepter/
を入力してください。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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④④Ｊａｖａポリシーの設定確認Ｊａｖａポリシーの設定確認
電子入札システムのトップページを開きます。Ｊａｖａポリシーの設定
が正しく完了していれば、必要なプログラムが自動的にダウンロードさ
れ、上部に時計が表示されます。

3.2(5)3.2(5) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((４４))

＜大阪府電子調達
（電子入札）システム＞

＜電子入札システムトップ＞＜電子入札システムトップ＞

電子入札

OK

NG

注意事項
時計が表示されない場合は、これま
での手順に問題がありますので、各
認証局に問い合わせてください。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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⑤⑤ICICカードの登録カードの登録申請申請についてについて
電子申請システムの電子申請システムのICICカードカード
登録申請より、登録申請より、IDID・パスワー・パスワー
ドにてログインを行いドにてログインを行いICICカーカー
ド登録を行って下さい。ド登録を行って下さい。

3.2(6)3.2(6) ICICカード登録の流れカード登録の流れ((５５))

注意事項
大阪府へのＩＣカード登録は電子申請シ
ステムで行ってください。電子入札シス
テムでは行えませんのでご注意ください。

ここで入力した内容は、このＩＣカードを
使って案件に参加したときの連絡先になり
ます。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(7)3.2(7) 電子申請メニュー電子申請メニュー(IC(ICカード登録カード登録))

新規にＩＣカード
を登録します。

電子申請トップ
ページの「ＩＣ
カード申請」を
押下します。

①

ＩＣカード申請

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(8)3.2(8) ICICカード登録カード登録メニューメニュー

登録申請

ＩＣカード登録の
画面です。

ＩＣカード登録
画面の「登録申
請」を押下しま
す。

①

すでに登録済み
のＩＣカード、
もしくはＩＤと
パスワードでロ
グインします。

②①

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順



77

3.2(9)3.2(9) ICICカード登録カード登録申請申請((登録済み登録済みICICカード一覧カード一覧))

①

②

ＩＣカード登録申
請画面です。

新しいカードを
登録する場合は、
「ＯＫ」ボタン
を押下します。

①

登録するＩＣ
カードを挿入し、
「ＩＣカード読
込」ボタンを押
下します。

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

②



78

3.2(10)3.2(10) ICICカード登録カード登録申請申請((業者情報の確認業者情報の確認))

「▼」ボタンを
押すか、または
スクロールバー
を下に移動して
次画面に移動し
ます。

①

ＩＣカードを登録
する業者基本情報
の確認を行います。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(11)3.2(11) ICICカード登録カード登録申請申請(IC(ICカード情報の入力カード情報の入力))

ＩＣカードに関
連する情報を入
力します。

①

ＩＣカードを登録
する業者基本情報
の確認を行います。

※ ここで入力した内容
は、このＩＣカード
を使って案件に参加
したときの連絡先に
なります。

②

①
「ＯＫ」ボタン
をクリックしま
す。

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(12)3.2(12) 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面
「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.2(3.2(1313)) 登録済み登録済みICICカードの確認方法カードの確認方法

登録済みのＩＣ
カードを確認する
方法です。

ＩＣカード「変
更申請」にログ
インします。

①

登録ＩＣカード
一覧にすでに登
録が完了してい
るＩＣカードが
表示されます。

②

変更申請

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

②
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３．３３．３ 受注希望工種申請受注希望工種申請
専門工事業種申請専門工事業種申請

第３章 電子申請システムの
特徴と操作手順

受注希望工種とは、部局ごとに受注を希望する工種を登録するもの
です。
専門工事業種とは、部局ごとに専門的な業種を登録するものです。

受注希望工種、専門工事業種ともに部局によって登録できる内
容や運用が異なりますので、各部局のホームページ等で確認の
上、申請を行ってください。
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3.3(1) 3.3(1) 電子申請メニュー電子申請メニュー((受注希望工種申請受注希望工種申請))

大阪府電子申請
システムのトッ
プページから、
「建設工事」→
「受注希望工種
申請」ボタンを
押します。

①

○受注希望工種受注希望工種の辞退の辞退、現在登録されている内容の確認、現在登録されている内容の確認もこのもこの
メニューから行います。メニューから行います。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①
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3.3(2) 3.3(2) 受注希望工種申請受注希望工種申請画面画面((業者基本情報の確認業者基本情報の確認))

①「▼」ボタンを
押すか、または
スクロールバー
を下に移動して
次画面に移動し
ます。

受注希望工種申請
を行う業者基本情
報の確認を行いま
す。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(3) 3.3(3) 受注希望工種申請受注希望工種申請画面画面((申請業種の入力申請業種の入力))

申請を行う部局
の「工種選択」
ボタンを押すと
次画面に移動し
ます。

申請を行う部局に
ついて希望する工
種を選択します。

①
①

次画面の受注希望工
種選択画面で選択さ
れた受注希望工種が
表示されます。

「クリア」ボタンを
押すと工種がクリア
されます。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(4) 3.3(4) 受注希望工種選択受注希望工種選択

①希望する申請部
局を確認します。

希望する申請部局
を選択します。

②

希望工種を選択
しない場合には、
「取消」ボタン
を押下します。

④

「選択」ボタン
を押すと選択し
た内容が反映さ
れて受注希望工
種申請入力画面
に戻ります。

①

③④

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

②
申請する工種を
クリックします。

③
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3.3(5) 3.3(5) 受注希望工種申請受注希望工種申請((申請者情報の入力申請者情報の入力))

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
選択します。

「次へ」ボタン
を押します。

①

②

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
押します。

「次へ」ボタン
を押し、申請を
進めます。

①

②

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

②

①

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。
行政書士の方は所属には「行政事務所名、電話番号」、氏名には「行政
書士の氏名」を記入してください。
なお全て全角文字（英数字とも）で入力してください。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(6) 3.3(6) 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面
「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(7) 3.3(7) 電子申請メニュー電子申請メニュー((専門工事業種申請専門工事業種申請))

○専門工事業種の辞退専門工事業種の辞退、現在登録されている内容の確認、現在登録されている内容の確認もこのもこの
メニューから行います。メニューから行います。

大阪府電子申請
システムのトッ
プページから、
「建設工事」→
「専門工事申
請」ボタンを押
します。

①

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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①

3.3(8)3.3(8) 専門工事申請画面専門工事申請画面((部局選択画面、ログイン画面部局選択画面、ログイン画面))

部局選択画面が表
示されます。

該当する部局名
をクリックしま
す。

①

ICカードまたは、
ID・パスワード
によるログイン
を行ないます。

②

②

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(9)3.3(9) 専門工事申請画面専門工事申請画面((業者基本情報の確認業者基本情報の確認))

業者基本情報の確
認を行います。

業者基本情報の
確認を行い、誤
りがなければ、
「専門工事の申
請」ボタンで次
画面に移動しま
す。

①

①①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(10)3.3(10) 専門工事申請画面専門工事申請画面((専門工事の申請専門工事の申請))

募集がある場合は
申請欄にその内容
が表示されます。

① 該当するチェッ
ク欄にチェック
を入れます。

①

②

② 申請者情報を入
力し、「次へ」
ボタンをクリッ
クします。

以降は受注希望工
種申請と同様に処
理を進めます。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(11)3.3(11) 専門工事申請画面専門工事申請画面((専門工事の申請専門工事の申請))

すでに登録されて
いる専門工事業種
を確認します。

① すでに登録され
ている専門工事
業種は辞退申請
欄に表示されま
す。

① ②

② 登録済みの専門
工事業種を辞退
する場合には、
辞退欄にチェッ
クを入れます。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順



第４章第４章 電子入札システムの電子入札システムの
特徴と操作手順特徴と操作手順
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はじめにはじめに

○ここでは、実際のシステムの画面イメージを用いながら、一般競争
入札におけるシステム操作の流れについてご紹介します。

○画面の右上にあるシンボルの意味は、次のとおりです。

インターネットにより
一般公開されている画面です。

電子申請システムで登録申請済みの
ＩＣカードが必要な画面です。
（入札参加資格がなくてもよい入札参加資格がなくてもよい）

電子申請システムで登録申請済みの
ＩＣカードが必要な画面です。
（入札参加資格がある場合のみ入札参加資格がある場合のみ）有

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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企業
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ

企業
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ

設計
図書

電子入札システムの運用イメージ電子入札システムの運用イメージ

公告公告

発注
予定

発注
予定公

開
公
開

参
加
申
請

参
加
申
請

入
札
・
落
札

入
札
・
落
札

公
開
公
開

予定
価格

予定
価格

入札
説明書

入札
結果

入札
結果

くじ
結果

くじ
結果

質問
回答

質問
回答

電子入札システム
トップ画面 案件検索画面

調達案件一覧

入札状況一覧

連絡
事項

連絡
事項

入札書
提出

入札書
提出

入札締切
通知書

入札締切
通知書

落札者決定
通知書

落札者決定
通知書

案件
情報

案件
情報 参加

申請

参加
申請

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順

電子調達
(電子入札)
システム
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・公開情報より、公示・公告情報等の
情報検索
・入札説明書等一式のダウンロード

・公開情報より、公示・公告情報等の
情報検索
・入札説明書等一式のダウンロード

・認証局からＩＣカードの購入
・電子申請システムを利用してＩＣカード
の登録

・認証局からＩＣカードの購入
・電子申請システムを利用してＩＣカード
の登録

・電子申請システムを利用して入札
参加資格の申請
・口座情報の登録

・電子申請システムを利用して入札
参加資格の申請
・口座情報の登録

電子入札フローの詳細１電子入札フローの詳細１

①資格の取得①資格の取得

②ＩＣカードの準備②ＩＣカードの準備

③公告情報の閲覧③公告情報の閲覧

④案件への参画④案件への参画

ーー

電子申請システム

公開画面

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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電子入札フローの詳細２電子入札フローの詳細２

⑦落札結果の確認⑦落札結果の確認

・入札書の提出
・入札締切の確認

・入札書の提出
・入札締切の確認

・設計図書等のダウンロード
・質問事項の登録
・回答の確認

・設計図書等のダウンロード
・質問事項の登録
・回答の確認

・参加資格確認申請
・参加資格確認通知書の受理

・参加資格確認申請
・参加資格確認通知書の受理

④案件への参画④案件への参画

⑤質問と回答⑤質問と回答

⑥入札書提出⑥入札書提出

電子入札システム

電子入札システム

電子入札システム

第４章 電子入札システムの特徴と操作手順
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WindowsXPWindowsXP SP2SP2をお使いの方へのご注意をお使いの方へのご注意

○ダウンロード機能の注意点

○ポップアップブロックの注意点

＜影響＞
ダイアログなどのポップアップ画面が表示されず、画面遷移ができなくなる可
能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→プライバ
シーの「ポップアップブロックの設定」→「許可するWebサイトのアドレ
ス」に「https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/」を追加します。

＜影響＞
ダイアログなどのポップアップ画面が表示されず、画面遷移ができなくなる可
能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→プライバ
シーの「ポップアップブロックの設定」→「許可するWebサイトのアドレ
ス」に「https://www.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/」を追加します。

＜影響＞
添付ファイル等をサーバからダウンロードする際に警告が表示され、正しくダ
ウンロードできなくなる可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→セキュリ
ティの「信頼済みサイト」を選択→「サイト」を押下→「https://www.e-
nyusatsu.pref.osaka.jp/」を入力し、登録します。

＜影響＞
添付ファイル等をサーバからダウンロードする際に警告が表示され、正しくダ
ウンロードできなくなる可能性があります。
＜対策＞
インターネットエクスプローラの「インターネットオプション」→セキュリ
ティの「信頼済みサイト」を選択→「サイト」を押下→「https://www.e-
nyusatsu.pref.osaka.jp/」を入力し、登録します。

第４章 電子入札システムの特徴と操作説明

Windows XPをご利用のみなさまで、サービスパック２（SP2）を適用
された場合、電子調達システムがうまく動作しないといった影響がある
可能性があります。




